
復興まちづくり検討支援チーム復興まちづくり検討支援チーム

・福島特措法の改正を踏まえ、被災12市町村における復興拠点・復興計画等の立案等を復興庁を中心に全面支援

・直接、市町村に出向き、地元ニーズをはじめ、復興事業や除染の進捗、避難指示解除の見通し等を勘案しつつ、まちづくり

のプランニングや適切な支援制度のマッチング等をサポート

・ＵＲ、復興庁内の専門スタッフの協力も得つつ、きめ細やかな支援を推進。必要に応じ関係省庁とも連携

本 庁 復興局

南相馬市

川俣町

飯舘村

田村市

広野町

楢葉町

葛尾村

川内村

富岡町

浪江町

双葉町

大熊町

12市町村担当

各参事官・担当者

12市町村担当

各次長・担当者

復興庁

（本庁）
○福島再生加速化交付
金担当

○インフラ担当

（復興局）
○交付金担当
○インフラ担当

・震災復興支援室
・福島復興支援部

国土交通省

農林水産省

経済産業省
等

連 携

連 携

関係省庁

協力

協力

ＵＲ （独立行政法人都市再生機構）

復興庁（市町村担当）

参考資料２


